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受付年月日 年 月 日

』
一
回
最
噴
判
噌
事
か
。
？

愚
｛
宇
賀
克
也

戯
．
緬
臺
●
雲
簡
一
二
。
建
一

鮪
歴

東
京
都
生
主
れ
。
練
馬
区
立
大
泉
南
小
学
校
、
練
馬

区
立
大
泉
第
二
中
学
校
を
経
て
、
東
京
飲
育
大
学

（
現
・
筑
波
大
学
）
附
属
商
等
学
校
を
卒
業
。

昭
和
五
三
年
三
月
東
京
大
学
法
学
部
卒
業

同
年
四
月
東
京
大
学
怯
学
部
助
手

五
六
年
七
月
東
京
大
学
法
学
部
助
救
授

五
八
年
八
月
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
客
員
研
究
員

五
九
年
八
月
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
零
貝
研
究
貝

平
成
二
年
七
月
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
客
貝
軟
授

六
年
八
月
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授

一
○
年
九
月
ジ
ａ
１
ジ
タ
ウ
ン
大
学
客
貝
研
究
貝

一
三
年
四
月
族
送
大
学
大
学
院
主
任
購
師
兼
客
貝
款
授
を
兼
任

同
年
一
○
月
日
本
公
法
学
会
理
事

一
六
年
四
月
東
京
大
学
公
共
政
策
大
学
院
軟
捜
を
差
担

一
八
年
七
月
関
税
等
不
服
審
豪
会
関
税
・
知
的
財
産
分
科
会
部
会

長

二
二
年
三
月
維
務
者
代
表
自
治
紛
争
処
理
委
員

二
三
年
一
○
月
東
ア
ジ
ア
行
政
法
学
会
覇
事

二
六
年
一
月
Ｉ
Ｔ
韓
合
戦
略
本
部
パ
ー
ソ
ナ
ル
デ
ー
タ
に
関
す
る

検
討
会
座
畏

二
六
年
二
月
内
閣
府
独
占
禁
止
審
壷
手
綻
懇
談
会
座
長

同
年
三
月
東
京
都
情
報
公
開
・
個
人
愉
報
保
護
審
議
会
会
長

同
年
四
月
神
奈
川
県
澗
報
公
聞
・
個
人
情
報
保
匪
審
鍾
会
会
長

二
八
年
二
月
人
駆
院
交
流
審
牽
会
会
長

同
年
四
月
国
立
国
会
図
書
鹸
資
料
利
用
制
限
審
牽
会
会
長

同
年
－
０
月
消
費
者
庁
消
費
者
安
全
調
麦
委
貝
会
委
員
長

三
○
年
七
月
内
閣
府
公
文
書
管
淫
委
貝
会
委
員
長

三
一
年
三
月
量
高
裁
判
所
判
事

最
高
趣
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判

ゞ
一
令
和
二
隼
六
月
三
○
日
第
三
小
法
廷
判
渋

ふ
る
さ
と
納
種
創
度
に
係
る
告
示
に
お
け
る
寄
附
金
の
寡
集
及
び
受
領

に
つ
い
て
定
め
る
部
分
は
逮
法
と
し
た
（
全
貝
一
致
）
。

二
令
和
二
年
・
二
月
一
八
日
大
法
達
判
決

参
腰
院
触
員
通
愈
選
挙
時
の
議
員
定
数
配
分
規
定
の
下
で
の
選
挙
区
間

に
お
け
る
投
票
価
値
の
不
均
衡
は
違
憲
で
あ
っ
た
と
す
る
反
対
意
見
を
述

べ
た
。

三
令
和
二
年
二
月
二
五
日
大
法
廷
判
決

普
通
地
方
公
共
団
体
の
譲
会
の
眠
貝
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
嗣
の
適

否
は
司
法
審
交
の
対
象
に
な
る
（
全
員
一
致
、
抽
足
意
見
付
加
）
。
・

四
令
和
二
年
一
二
月
二
二
日
第
三
小
法
廷
快
定

再
審
購
求
を
棄
却
し
た
原
決
定
に
つ
い
て
、
再
審
阿
始
す
べ
き
と
の
反

対
童
見
を
述
べ
た
．

五
令
和
三
年
六
月
一
五
日
蛸
三
小
法
廷
判
決

刑
事
施
設
の
柱
収
容
者
が
収
容
中
腱
受
け
た
診
察
に
関
す
る
保
有
個
人

愉
報
は
、
行
政
捜
関
個
人
備
報
保
謹
法
に
基
づ
く
開
示
請
求
の
対
象
侭
な

る
と
し
た
（
全
只
一
致
、
裁
判
長
、
補
足
意
見
付
加
）
。

六
令
和
三
年
六
月
二
三
日
大
法
廷
決
定

夫
蝿
同
氏
を
義
務
付
け
る
民
法
七
五
０
条
及
び
夫
揖
が
称
す
る
氏
を
峨

姻
届
の
必
要
的
紀
載
事
項
と
す
る
戸
繕
法
七
四
条
一
号
の
規
定
は
憲
法
二

四
条
に
違
反
す
る
と
い
う
反
対
童
見
を
述
べ
た
。

裁
判
官
と
し
て
の
心
構
え

大
学
を
卒
業
し
て
以
釆
、
四
○
年
以
上
に
わ
た
り
、
法
律
学
の
研
究
教
育

に
鐸
わ
患
と
と
も
に
、
審
蟻
会
等
で
様
々
な
法
律
・
条
例
の
制
定
・
改
正
作

業
に
従
暮
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
、
判
例
を
批
評
す
る
立
場
で
し
た

が
、
裁
判
を
す
る
閲
に
立
つ
と
、
そ
の
黄
任
の
重
さ
に
身
が
引
き
締
ま
る
毎

日
ぞ
十
・
椴
々
な
章
見
に
謙
虚
に
耳
を
傾
け
、
一
つ
一
つ
の
事
件
を
真
雌
に

検
肘
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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